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随意契約の理由

　今回更新するエレベーターは、舞子駅改札階への昇降用として設置しており、バリアフリーの観点から欠く事のできな
い設備である。

更新対象のエレベーターは、設置後２５年以上が経過し、製造メーカーが推奨する更新期限を超えており、エレベーター
の安全運行に必要な部品等については調達が難しくなってきているものもある。このまま使用し続けると突然故障した
場合など、迅速に復旧することが難しくなり、長期停止に陥る可能性も高くなるため、予防保全の観点から機器の更新
工事を行うものである。

　今回の更新工事にあたり、既存不適格となっている耐震基準等を最新のものに合致させる必要があり、既存のエレ
ベーター基礎や構造物等の耐力計算を行う必要があるが、そのデータを持っているのは本請負人以外にはおらず、他
のメーカーでは対応できないため、本請負人と随意契約を行うものである。

舞子駅南側広場他エレベーター2台更新工事
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